
化学兵器禁止条約の主要構造

化学兵器の廃絶

①化学兵器の開発、生産、保有、移譲、使用等の禁止
②化学兵器及び化学兵器生産施設の廃棄

産 業 活 動 軍 事 活 動

産 業 検 証 総 量 規 制 貿 易 規 制 廃 棄

申 告 査 察 申 告 査 察
●表１剤 ●表１剤

●表１剤生産施設 ●表１剤生産施設 ・締約国間－取引毎に ●化学兵器 ●化学兵器
・年次申告（前年実績､ ・国際査察 ・ストックベースの管 通告 ・申告 ・国際査察

次年予定） ・継続監視 理： ・非締約国－禁止 ・廃棄計画提出 ・継続監視
総量が常に１トン以

●表２剤生産･加工･消 ●表２剤生産･加工･消 下 ●表２剤 ●化学兵器生産 ●化学兵器生産
費施設 費施設 ・締約国間－実績報告 施設 施設

・年次申告（前年実績､ ・国際査察 ・フローベースの管理 ・非締約国－禁止 ・申告 ・国際査察
次年予定） ： ・廃棄計画提出 ・継続監視

生産等による取得総 ●表３剤
●表３剤生産施設 ●表３剤生産施設 量が１トン／年以下 ・締約国間－実績報告
・年次申告（前年実績､ ・国際査察 ・非締約国－貿易管理

次年予定） （条約発効５年後に
再検討）

●その他有機化学物質 ●その他有機化学物質
生産施設 生産施設

・年次申告（前年実績) ・国際査察

●国別総計データ（生
産、加工、消費、輸
出入）

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

締約国からの申立てによる査察（申立て査察、チャレンジ査察）

●条約違反の可能性について、他の締約国による要請があった時
●国・民間、申告・非申告施設を問わず全ての施設・場所が対象


